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2016 年度診療報酬改定

診療報酬本体 ＋ 0.49％改定率

薬 価 等 － 1.33％改定率

医療費は全体でマイナス 0.84％

改
定
に
よ
っ
て
変
わ
る
医
療
の
姿

●
重
症
患
者
の
受
入
れ
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
病

棟
の
評
価
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
よ
り
充
実
し
た
治

療
を
重
症
患
者
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

●
一
方
、
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
で
は
入
院
料
が
見
直

さ
れ
、
比
較
的
軽
度
な
急
性
期
患
者
の
受
入
れ
が

促
進
さ
れ
ま
す
。

●
積
極
的
な
退
院
支
援
や
在
宅
復
帰
機
能
に
対
す
る

評
価
の
充
実
が
行
わ
れ
、
早
期
に
住
み
慣
れ
た
地

域
で
療
養
や
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

●がん医療：地域がん診療病院、小児がん拠点病院の体制を

充実。外来化学療法を推進。

●認 知 症：身体疾患を有する認知症患者のケアを充実。

●精神疾患：地域生活を念頭に置いた訓練や退院支援を重点

的に進める精神病棟、専門的な児童・思春期精

神科外来医療などを充実。向精神薬の適切な処

方を促進。

●救急医療：夜間や休日の救急患者の受入れ体制を充実。

●新規技術の保険導入：硬膜外自家血注入療法、重粒子線治療

（切除非適応の骨軟部腫瘍）等を保険導入。

「重点的な対応が求められる医療分野」の主な改善点

この４月から、「診療報酬」つまり医療行
為ごとの公定価格が改定されました。こ
の改定は２年ごとに行われ、医療提供体
制等の充実が図られる一方、患者にとっ
ては受診のしかたにも影響するケースが
あります。改定項目・内容は多岐にわたっ
ていますので、ここでは主な項目を取り
上げて概要をご紹介します。

患
者
の
重
症
度
に
よ
る
役
割
分
担
を
図
り
、

退
院
・
在
宅
復
帰
の
支
援
体
制
を
充
実

退院支援の充実
◦退院支援に関する取組み
◦病棟への退院支援職員の
配置

◦連携する施設の職員との
定期的な面会

◦介護支援専門職との連携

在宅復帰機能が
高い医療機関の評価
◦高い在宅復帰機
能を持つ有床診
療所に対する新
たな評価　等

自宅

患者が安心・納得して退院するための
退院支援等の充実

高度急性期
医療機関

地域に密着した
　　入院医療機関

診療所

施設間の
連携等の推進

訪問看護
ステーション等

入院・外来とも病棟や

医療機関の役割分担を明確化

かかりつけ医や

かかりつけ薬剤師・薬局の普及促進

きめ細かな評価により、

在宅医療の質の向上を図る

入院医療 診
療
報
酬
改
定
で
、

医
療
が
変
わ
り
ま
す

２
０
１
６
年
度

在宅復帰の推進
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●
在
宅
医
療
専
門
の
医
療
機
関
へ
の
新

た
な
評
価
や
、
重
症
患
者
や
休
日
往

診
へ
の
評
価
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
、

よ
り
充
実
し
た
在
宅
医
療
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

●
患
者
の
状
態
や
居
住
場
所
に
応
じ

た
き
め
細
か
な
評
価
が
行
わ
れ
、

よ
り
効
果
的
、
効
率
的
な
在
宅
医

療
を
適
切
な
費
用
で
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

医療機関の実績に
応じた評価

患者の状態・居住場所等
に応じた評価

自宅等

かかりつけ医の普及を図り、かかりつけ医が患者の状態や価
値観も踏まえ、医療をサポートする「ゲートオープナー」機能
を確立。

患者がアクセスしやすい
中小病院、診療所

専門的な診療を提供する地
域の拠点となるような病院

●
患
者
が
選
択
し
た
「
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
」
が
、
処
方
医
と
連
携
し
な
が
ら
患
者

の
服
薬
状
況
を
一
元
的
に
把
握
し
て
服
薬
指
導
を
行
う
ほ
か
、
在
宅
訪
問
の
実
施
、

薬
局
の
開
局
時
間
の
見
直
し
が
図
ら
れ
ま
す
。

●
薬
剤
師
が
医
師
と
連
携
し
て
服
用
薬
の
減
薬
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
医
療
機
関
と
薬
局
が
連
携
し
て
残
薬
管
理
が
で
き
る
よ
う
処
方
等
の
し
く
み

が
見
直
さ
れ
ま
し
た
（
処
方
せ
ん
様
式
の
見
直
し
等
、
左
の
図
を
参
照
）。

●
外
来
患
者
に
対
す
る
湿
布
薬
の
投
薬
は
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
１
処
方
に

つ
き
原
則
70
枚
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進

●
薬
局
に
お
い
て
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

（
後
発
医
薬
品
）
の
調
剤
割
合
な
ど
加
算
で

き
る
要
件
等
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
の
調
剤
が
促
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、

医
療
機
関
に
お
い
て
は
一
般
名
処
方
加
算

の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
一
般
名
（
＊
）
で
の
処

方
が
さ
ら
に
促
さ
れ
ま
す
。

＊
医
薬
品
に
は
商
品
名
と
一
般
名
（
成
分
名
）
が
あ

り
、一
般
名
で
の
処
方
な
ら
、薬
局
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
を
選
択
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

禁
煙
治
療
の
対
象
者
の
拡
大

●
禁
煙
治
療
の
対
象
と
な
る
喫
煙
本
数
の
要
件

（
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
指
数
＝
１
日
の
喫
煙
本
数

×
喫
煙
年
数
が
２
０
０
以
上
）が
見
直
さ
れ
、

35
歳
未
満
に
つ
い
て

は
こ
の
要
件
を
満
た

さ
な
く
て
も
健
康
保

険
で
治
療
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

●
複
数
の
慢
性
疾
患
の
患
者
に
対
し

て
継
続
的
な
治
療
を
行
う
「
地
域

包
括
診
療
料
」
の
算
定
基
準
が
緩

和
さ
れ
、
ま
た
認
知
症
や
小
児
に

対
す
る
か
か
り
つ
け
医
（
主
治
医
）

機
能
が
評
価
さ
れ
る
な
ど
、
か
か
り

つ
け
医
の
普
及
が
促
進
さ
れ
ま
す
。

●
紹
介
状
な
し
で
大
病
院
を
外
来
受

診
し
た
際
の
追
加
負
担
（
医
科
の

場
合
、
初
診
時
最
低
５
０
０
０
円
、

再
診
時
最
低
２
５
０
０
円
）
が
義

務
化
さ
れ
、
診
療
所
・
中
小
病
院

と
の
外
来
機
能
の
役
割
分
担
が
図

ら
れ
ま
す
。

か
か
り
つ
け
薬
剤
師
・
薬
局
の
評
価
と
医
薬
品
の
適
正
使
用
等
の
推
進

外来医療在宅医療

か
か
り
つ
け
医
の
普
及
促
進
等
、

医
療
機
関
の
規
模
に
よ
る
役
割
を
明
確
化

在宅担当医療機関

保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応（特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。）
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤　　□保険医療機関へ情報提供

必要に応じて適切に
紹介・逆紹介等

診療内容に
応じた評価

★処方せん様式に、調剤時に残薬を確

認した場合の対応を指示ずる欄が設

けられました。この欄にチェックが

あるときは、薬局で残薬の有無を確

認、残薬がある場合には医療機関へ

の照会または情報提供が行われます。

外来医療の機能分化・連携の推進

● 新たな処方せんの様式

患
者
の
状
態
に
応
じ
た
、

き
め
細
か
な
在
宅
医
療
を
拡
充


